
 
 

   
令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 

自転車活用推進本部 

 

令和６年度 自転車活用推進功績者表彰 

「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト「優良企業」認定 

合同表彰式を開催します！ 
 

 

 

 

 
 
１．表彰式の概要 

（１）日 時  令和６年５月 29 日（水）13:00～13:30 

（２）式 場  国土交通省（中央合同庁舎第３号館）10階共用会議室 

        （東京都千代田区霞が関２－１－３） 

（３）次 第  司会：稲村亜美氏（自転車アンバサダー） 

①自転車活用推進本部長（国土交通大臣）挨拶 

②来賓紹介 

③表彰状授与 

④認定証授与 

⑤記念撮影 

２．表彰又は認定を予定している者 

（１）自転車活用推進功績者表彰受賞者 

・古倉 宗治（東京都） 

・堺 自転車のまちづくり・市民の会（大阪府） 

・ツールド妻有実行委員会（新潟県） 

・株式会社 T-FORESTRY（神奈川県） 

・鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」（鳥取県） 

  （２）「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト「優良企業」認定団体 
・株式会社あさひ（大阪府） 

・有限会社クリオシティ（神奈川県） 

（敬称略、五十音順。詳細は別紙１及び２を参照。） 

３．取材について  

 表彰式は取材・写真撮影等が可能ですので、ご希望の場合は別紙３をご確認のう

え、５月28日（火）15:00 までに事前登録をお願いします。 

 

 

 

お問い合わせ先 

 自転車活用推進本部事務局 大内、松本、根来 

電話 代表：03-5253-8111（内線 38-128） 

   直通：03-5253-8497 

 自転車活用推進本部長（国土交通大臣）より、自転車活用推進功績者の表彰・「自転車通勤推

進企業」宣言プロジェクト「優良企業」の認定を行います。 

表彰式においては、自転車活用推進本部長(国土交通大臣)より、表彰状・認定証を授与し

ます。なお司会は、自転車アンバサダーであるタレントの稲村亜美さんが行う予定です。 



 
 

令和６年度 自転車活用推進功績者表彰 受賞者一覧 

（敬称略、五十音順） 

【個人：１名】  

○古倉 宗治 ＜東京都＞ 

自転車先進諸国の自転車政策、自転車の放置問題、自転車の安全利用方策、自転車利用環境のあ

り方等に関する調査研究及びこれらに基づく自転車活用のための普及啓発活動等を通じて、長年に

わたり、幅広い分野において国、地方の総合的体系的な自転車利用促進に当たってきた。 

 

【団体：４団体】 

○堺 自転車のまちづくり・市民の会 ＜大阪府＞ 

平成 17 年の設立以降、区民まつりやツアー・オブ・ジャパン堺ステージでの安全啓発ブースの出展

や自転車地図の作成、散走の実施等を通じて、自転車の利用促進と交通安全啓発の両輪で取組を展開し

ている（４万人以上への啓発、３万部以上の自転車地図を配布）。 

近年では、自転車の利用促進や交通安全啓発に向けた動画を制作しYouTubeで発信を行ったり、自転

車安全利用五則を同団体で作成している自転車地図へ印刷し配布したり、手作りのサイクルラックの設

置などを行い、行政や民間事業者との懸け橋にもなり、市民の安全で快適な自転車利用の取組を積極的

に展開している。 

 

○ツールド妻有実行委員会 ＜新潟県＞ 

「TOUR DE TSUMARI（ツールド妻有）」の企画運営。 

2006 年「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」において、建築家伊藤嘉朗氏が企画・

発案したサイクリングイベントとして初開催。以降、ほぼ毎年開催し、2017 年からは自立した実行

委員会が主催するイベントに。 

レースではなく、里山の風景や地域内に点在するアート作品等を楽しみながら地域を巡るアート

ツアーとして地域活性化へ貢献。 

 

○株式会社 T-FORESTRY ＜神奈川県＞ 

2018 年、所有森林内に初心者に焦点を当てた MTB 施設「フォレストバイク」を開設。森林内での

マウンテンバイクによる走行を学ぶための初心者講習やステップアップ講座等を開催。年間 5,000 

人が来場するとともに、多くのマウンテンバイクメーカーが「フォレストバイク」を会場にイベン

トを開催するなど、マウンテンバイクの普及に大きく貢献。 

周辺地域を民間事業者、行政機関、森林組合等が連携したネイチャーアクティビティが体験でき

る「ODAWARA FOREST BASE」として「森林サービス産業推進地域」に登録し、一体的に展開して地域

活性化に貢献。 

 

○鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」＜鳥取県＞ 

  域内 7 つの商工会が連携して平成 29 年に鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」

を立ち上げ。  

地域課題の解決に向けて、サイクルツーリズムによる国外を含む域外からのサイクリング誘客を

中心とした消費拡大を目的に地域ブランドの確立によるブランディングを推進。サイクリストの受

入環境整備事業として機運醸成やサイクルプロツアーガイド・ 地域コンシェルジュ養成、サイク

ルツアー造成、情報発信等を実施。   

別 紙 １ 



 
 

令和６年度「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト 「優良企業」一覧 

（五十音順） 

 

○株式会社あさひ ＜大阪府＞ 

  警察や中学校との連携による安全啓発活動の実施。自転車通勤スタート

ガイドなど、自転車利用のサポートを目的とした情報を発信。また、自転

車や自転車パーツを割引価格で購入できる制度や、自転車通勤等で相手に

怪我を負わせてしまった際の損害賠償保険制度など充実した福利厚生を

導入。 

○有限会社クリオシティ ＜神奈川県＞ 

自転車部品を割引購入出来る福利厚生の導入や故障などの自転車トラ

ブルに対応できる人材・用具の設置。多様な視点も取り入れた動画教材の

活用など安全教育に注力。 
 

 

  

別 紙 ２ 



 
 

 

・現地取材をご希望の場合は、５月28日（火）15:00までに、下記の【お申込みフォーム】

で事前登録が必要です。 

・当日の出席者については、代理などの変更もあり得ますが、ご容赦ください。 

・場合によっては人数調整をお願いする可能性がございますのであらかじめご了承願い

ます。 

・当日は１２：４５までに直接会場にお越しいただき、必ず受付を行ってください。受付を

されていない場合は、入場をお断りする場合がございます。 

・取材・写真撮影等は会場内指定の場所にてお願いします。 

・式典運営担当の指示に従っていただけない場合や、受賞者等へ迷惑となる行為があった

場合、退場していただくとともに、今後の取材をお断りさせていただく場合もございます。 

 

 

【お申込みフォーム】 

 

https://forms.office.com/r/fyryVR3G78 
 

＜現地取材に関するお問い合わせ先＞ 

自転車活用推進功績者表彰式広報事務局 

メールアドレス：honoka.murai@dentsuprc.co.jp 

(担当）村井 TEL 090-9108-5821 

別 紙 ３ 



（１）自転車の利用の増進により、地域の環境改善等に顕著な功績があった
者又は団体

（２）自転車競技の振興等により、国民の健康の増進に顕著な功績があった
者又は団体

（３）高い安全性を備えた自転車の供給等に顕著な功績があった者又は団体

（４）自転車利用者に対する交通安全教育の推進等により、自転車の活用を推進
する上での交通安全の確保に顕著な功績があった者又は団体

（５）その他自転車活用の推進により、地域の活性化等公共の利益の増進に
顕著な功績があった者又は団体

自転車月間（５月）の表彰について

○自転車活用推進法に基づき、自転車の活用推進に関し
特に顕著な功績があると認められる個人・団体を表彰

自転車活用推進功績者表彰

＜表彰の対象＞

○平成30年度より毎年度表彰

○自転車通勤を積極的に推進する企業・団体を認定

「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト

○令和２年度に制度創設

○「宣言企業」： 61社認定済（令和６年３月末時点）

「優良企業」： ９社認定済（同上）

自転車活用推進本部長（国土交通大臣）にて「受賞者」を決定 ・ 「優良企業」を認定し、
自転車月間（５月）に表彰

表彰を予定している者 認定を予定している者

①古倉宗治
②堺自転車のまちづくり・市民の会
③ツールド妻有実行委員会
④株式会社T-FORESTRY
⑤鳥取県西部ブランディングプロジェクト 「大山時間」

①株式会社あさひ
②有限会社クリオシティ

[大阪府]
[神奈川県]

[東京都]
[大阪府]
[新潟県]
[神奈川県]
[鳥取県]
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